
 

提言における文言の統一について 

 

 提言における記述に関して、下記のルールに従って文言の統一を行っています。 

 

●表記ゆれの統一 

下記表記ゆれについて、左列で統一しました。 

 

こちらに統一 021129 版にあるその他の表記 

生物 生き物 

通り、以下の通りである とおり、以下のようである 

生息 棲息 

ごと 毎 

関わり かかわり 

づくり つくり 

図る はかる 

あり方 ありかた 

ワーキンググループ ＷＧ 

グラウンド グランド 

琵琶湖・淀川水系の河川や湖沼 琵琶湖・淀川水系の湖や河川は 

琵琶湖総合開発事業 琵琶湖総合開発 

「および」：名詞 及び 

「及ぶ」：動詞 およぶ 

 

●その他の記述ルール 

・ 021129 版にて「住民団体」「住民活動団体」と表現が異なっていた記述については、「住

民団体」に統一し、初めて出てくる箇所（緒言を除く）のみ「住民団体（NGO,NPO を含

む）」と記述する。 

・ 「内分泌攪乱物質」は、初めて出てくる箇所のみ「内分泌攪乱物質（いわゆる環境ホル

モン物質）」と記述する。 

・ 「オオクチバス」は、初めて出てくる箇所のみ「オオクチバス（いわゆるブラックバス）」

と記述する。 

・ 年代は西暦に統一する。 

・ 「治水・利水・環境」の並び順は、節構成に合わせて「環境・治水・利水」の順に統一

する。 

・ 数字の表記：１桁は全角、２桁以上は半角を使用する。 

・ アルファベット表記：半角とする。 

 

以上 
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